
・初回接種（1・2回目）にノババックス以外を希望される方
・追加接種（3・4・5回目）でノババックスを希望される方
・乳幼児や小児のワクチンが接種できる医療機関を知りたい方
・接種券が届かない方、接種券を紛失した方、前回の接種を終
　えてから坂町に転入した方 
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感染症対策

新型コロナワクチン接種について
ワクチン接種は任意です。強制ではありません。

感染症対策
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　広報さか２月号に掲載の講座やイベントは、新型コロナウイルス感染症対策のため、中止・
延期となる場合があります。最新の情報は、各問合せ先や坂町ホームページでご確認ください。

コロナワクチン
予約窓口

☎820－1545

　新型コロナワクチンの接種には予約が必要です。
　接種券がお手元に届いた方で接種を希望される
場合は、予約してください。

Web予約 コロナワクチン予約窓口
(平日９時～17時）
☎ 820-1545

接種日程（２月）

行事の中止について

　オミクロン株対応ワクチンは、初回接種（１・２回目）を完了された12歳以上のすべての
方に、３か月の間隔をあけて１回接種します。
　オミクロン株対応ワクチンは、mRNA（メッセンジャーRNA）ワクチンの一つで、従来株
（新型コロナウイルス感染症発生時の株のこと。オリジナル株、起源株ともいいます。）に
由来する成分と、オミクロン株に由来する成分の両方を含む「２価ワクチン」です。
　従来のワクチン（従来株のみに由来する成分を含むワクチン）と比較して、オミクロン株
に対する重症化・感染・発症予防効果がそれぞれ強いことが期待されています。

新型コロナワクチンを無料で接種できる期間は、　和５年３月31日までの予定です。
接種を希望する方は早めの接種をご検討ください。

予約は先着順です。空き状況によっては、ご希望に添えない場合があります。
ワクチンの供給等により、日時や使用するワクチンについては、今後変更する場合があります。

　新型コロナウイルス感染症対策のため、次の行事が中止となりました。

町民センター
※12歳以上対象

済生会広島病院
※中学生以下は
　　接種できません。

２月11日(土)
２月25日(土)

ファイザー(BA.4-5)
ノババックス

モデルナ(BA.4-5)

ファイザー(BA.4-5)15時30分～16時15分

接種会場

ひとり親世帯分 ひとり親世帯以外分

接種日 受付時間 ワクチン
９時00分～11時00分
13時30分～14時00分
14時00分～15時30分

２月10日(金)
２月24日(金)

オミクロン株対応ワクチンの接種について

　初回接種（１・２回目）及び追加接種
（３回目）が可能です。
※オミクロン株対応ワクチンではありません。

　乳幼児用のワクチンは３回の接種を初回
接種として、２回目は３週間、３回目は８
週間の間隔を空けて接種します。

６か月～４歳の方の接種について ５～11歳の方の接種について

初回接種（１・２回目）について

町民センター ２月11日(土)２月25日(土)
13時30分
～14時 ノババックス

接種会場 接種日 受付時間 ワクチン

　12歳以上で未接種の方は下記の日程で接種可能です。坂町ではノババックスを使用します。
　12歳未満の方、日程が合わない方、他のワクチンをご希望の方は町外の医療機関等で接種
をお願いします。

次の方は、コロナワクチン予約窓口までお問い合わせください

●初回接種の方は、オミクロン株
対応ワクチンは接種できません。
●オミクロン株対応ワクチンは、
初回接種が完了しないと接種で
きません。

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、子
育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
　申請締切は　和５年２月28日(火)までです。

〇公的年金等（遺族年金、障害年金、老　
年金、労災年金、遺族補償など）を受給
していることにより、　和4年4月分の
児童扶養手当の支給を受けていない世帯。
〇　和２年の収入が、児童扶養手当の所
得制限限度額を上回っていたため、　
和４年４月分の児童扶養手当は受給し
ていないが新型コロナウイルス感染症
の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方
と同じ水準となっている世帯。

18歳年度末までの子（障害児については
20歳未満）の養育者であって、
〇　和4年度分の住民税均等割が非課税
である世帯。
〇新型コロナウイルス感染症の影響を受
けて家計が急変し、　和４年度分の住
民税均等割が非課税である世帯と同様
の事情にあると認められる世帯。

※　和5年2月末までに生まれる新生児も
対象とします。

行事名 問合せ
第12回坂町悠々健康ウオーキング大会 役場生涯学習課　　　☎820－1525

※支給はどちらか一回限りです。今年度中にすでに受給された方は対象となりません。
給付額　児童１人当たり一律5万円
　　　　※ただし、　和５年３月分の児童手当、特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定
　　　　　の請求をした方々への支給の申請については、　和５年３月15日(水)まで。
問合せ　役場民生課　☎820－1505

　和４年度子育て世帯生活支援特別給付金


